
岡山市建築工事等の積算について 

令和3年 5月 1日適用 

令和3年 9月 21日一部改定 

令和3年 12月 1日一部改定 

岡山市の発注する建築工事を請負施工に付す場合において、許容価格のもととな

る工事内訳書に計上すべき当該工事の工事費の積算にあたっては、以下の図書を基

に行う。 

１．公共建築工事積算基準類（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

 【統括】 

 ・公共建築工事積算基準（平成28年改定） 

 【数量】  

・公共建築工事数量積算基準（平成29年改定） 

 ・公共建築設備数量積算基準（平成29年改定） 

 【単価】  

 ・公共建築工事標準単価積算基準（令和3年改定） 

 【共通費】 

・ 公共建築工事共通費積算基準（平成28年改定） 

２．国土交通省資料 

 ・公共建築工事積算基準等資料（令和3年改定） 

（ただし、建築工事､電気設備工事､機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれか

の主たる工事と主たる工事以外の工事を一括して発注する場合の共通仮設費

等の算定、共通費算定においてその他工事として取り扱う工事、共通仮設費率

及び現場管理費率の算定に用いるＴ(工期)、共通仮設費の積み上げによる算定、

については別紙による。）  



別紙 

（１）建築工事､電気設備工事､機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかの主た

る工事と主たる工事以外の工事を一括して発注する場合の共通仮設費等の算定 

（公共建築工事積算基準等資料の第３編共通費、第１章共通事項、３） 

 共通仮設費及び現場管理費の算定で、昇降機設備工事を除くいずれかの工事を一

括して発注する場合で工期が一つの場合は、主たる工事にそれ以外の工事の額を合

算し、主たる工事の定めにより算定する。 

 

（２）共通費算定においてその他工事として取り扱う工事 

   （公共建築工事積算基準等資料の第３編共通費、第１章共通事項、８） 

その他工事として取り扱う工事の具体例に類するものとしては、以下のものが挙

げられる。 

建築工事：黒板・ホワイトボード、サイン工事、ポスターケース、体育器具・

遊具、防球ネット、消火器・消火器BOX 

機械設備工事：都市ガス設備、特殊消火設備、自動制御設備、床暖房設備、 

公共下水道等引込み工事、公営水道等引込み工事 

 

（３）共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いるＴ(工期) 

（公共建築工事積算基準等資料の第３編共通費、第２章共通仮設費、２(１)イ(イ) 他） 

共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いるＴ(工期)は、予定されている落札

決定日から工期末までの日数を元に、開札から契約までを考慮し最長 14 日を減じ

た日数を 30 日/月にて除す。その値は小数点以下第２位を四捨五入して 1 位止め

とする。なお、市議会の議決に付すべき契約の場合は、議決予定日（議会最終日）

から契約工期末までの日数を30日/月で除す。 



 

（４）共通仮設費の積み上げによる算定 

（公共建築工事積算基準等資料の第３編共通費、第２章共通仮設費、２(１)ロ(ホ)） 

 公共建築工事積算基準等資料の第３編共通費、第２章共通仮設費、２共通仮設費

の算定方法、ロ.積み上げによる算定について、（ホ）動力用水光熱費 本受電後の

電力基本料金は、積み上げ計上を行わない。 

（動力用水光熱費は、基本的には共通仮設費率により算定した共通仮設費に含まれ

ている（公共建築工事共通費積算基準 表-５参照）） 


